
暮
ら
し
の
お
知
ら
せInform

ation
　
市
民
課（
市
役
所
1
階
）・
中
央
公
民

館
・
三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

に
設
置
し
て
い
る
自
動
交
付
機
に
よ
る

証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
は
、
7
月
30
日

㈰
に
終
了
し
ま
す
。
今
後
「
な
り
た
市

民
カ
ー
ド
」
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
が
、「
印
鑑
登
録
証
・
な
り
た
市
民

カ
ー
ド
」
は
、
窓
口
で
印
鑑
登
録
証
明

書
の
交
付
を
受
け
る
際
に
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
、
引
き
続
き
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、
全
国

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
住

民
票
、印
鑑
登
録
証
明
書
、戸
籍
謄（
抄
）

本
・
附
票（
本
市
に
本
籍
が
あ
る
人
の

み
）が
取
得
で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

る
人
で
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の

発
行
を
希
望
し
な
か
っ
た
人
、
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
に
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
暗

証
番
号
を
設
定
し
て
い
な
い
人
は
、
コ

ン
ビ
ニ
交
付
が
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
利

用
を
希
望
す
る
人
は
市
民
課
、
下
総
・

大
栄
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
暗
証
番

号
設
定
の
申
請
期
限
は
7
月
30
日
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1�

5�

2�

5
）へ
。

7
月
3
日
か
ら
閲
覧
開
始

用
途
地
域
指
定
方
針
・
基
準

　
市
で
は
、
地
域
の
適
切
な
土
地
利

用
の
誘
導
を
図
る
た
め
の
基
準
と
な

る
「
成
田
市
用
途
地
域
指
定
方
針
及
び

指
定
基
準
」
の
作
成
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
計
画
に
つ
い
て
素
案
を
公
表
し
、

皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
期
間
＝
7
月
3
日
㈪
〜
8
月
2
日

㈬
閲
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課（
市
役
所
5

階
）、
行
政
資
料
室（
市
役
所
1
階
）、

下
総
・
大
栄
支
所
、
各
公
民
館
、
市

立
図
書
館
、
保
健
福
祉
館
、
三
里
塚

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
も
り
ん

ぴ
あ
こ
う
づ
、
赤
坂
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
、
企
画
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w
w
.city.narita.

chiba.jp/sisei/sosiki/kikaku/
public_com

m
ent.htm

l

）

意
見
の
提
出
方
法
＝
8
月
2
日
㈬（
必

着
）ま
で
に
、
閲
覧
場
所
に
あ
る
意

見
提
出
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、

直
接
・
郵
送
・
F
A
X
・
E
メ
ー
ル

の
い
ず
れ
か
で
都
市
計
画
課（
〒
2�

8�

6
‐
8
5
8
5�

花
崎
町
7
6
0�

F�

A
X
22
‐
4
4
9
3�

E
メ
ー
ルtos�

ikei@
city.narita.chiba.jp

）へ

結
果
の
公
表
＝
市
の
考
え
と
併
せ
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
掲
載

※
く
わ
し
く
は
都
市
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
6
0
）へ
。

差
し
押
さ
え
物
件
を

入
札
で

不
動
産
の
会
場
公
売

　
市
税
な
ど
の
滞
納
処
分
で
差
し
押
さ

え
た
不
動
産
を
入
札
で
売
却
し
ま
す
。

日
時
＝
8
月
29
日
㈫�

午
後
2
時
か
ら

（
事
前
説
明
は
午
後
1
時
45
分
か
ら
）

会
場
＝
市
役
所
6
階
大
会
議
室

公
売
予
定
物
件
＝
田（
大
竹
）ほ
か

必
要
な
も
の
＝
公
売
保
証
金
、
印
鑑
、

買
受
適
格
証
明
書（
農
地
の
場
合
。

証
明
書
交
付
申
請
は
7
月
25
日
㈫
ま

で
）、
委
任
状（
代
理
人
が
入
札
す
る

場
合
）

代
金
納
付
期
限
＝
9
月
5
日
㈫�

午
後
2

時
30
分

※
く
わ
し
く
は
納
税
課（
☎
20
‐
1�

5�

1�

9�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w

�

w
.city.narita.chiba.jp/sisei/
sosiki/nozei/index.htm

l

）へ
。

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

立
地
適
正
化
計
画

　
「
成
田
市
立
地
適
正
化
計
画（
居
住

誘
導
区
域
編
）」
に
つ
い
て
、
説
明
会

を
行
い
ま
す
。

　
会
場
で
は
、
計
画
に
つ
い
て
の
パ
ネ

ル
展
示
と
と
も
に
、
参
加
者
に
対
し
て

個
別
に
情
報
提
供
・
説
明
を
行
い
ま
す
。

参
加
を
希
望
す
る
人
は
当
日
直
接
会
場

へ
来
て
く
だ
さ
い
。

期
日
と
会
場

◦
7
月
4
日
㈫
〜
7
月
6
日
㈭
…
ス
カ

イ
タ
ウ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー

◦
7
月
10
日
㈪
…
赤
坂
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

◦
7
月
11
日
㈫
…
も
り
ん
ぴ
あ
こ
う
づ

◦
7
月
12
日
㈬
…
三
里
塚
コ
ミュニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

時
間
＝
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
5
時

※
く
わ
し
く
は
都
市
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
6
0
）へ
。

資
産
税
課
へ
連
絡
を

家
屋
の
新
築
・
増
築

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
1
月
1
日
現
在

の
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
の
所
有
者

に
、
都
市
計
画
税
は
市
街
化
区
域
内
の

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　
家
屋
の
新
築
・
増
築
・
建
て
替
え
・

取
り
壊
し
・
用
途
や
名
義
の
変
更
な
ど

が
あ
れ
ば
資
産
税
課
へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
リ
フ
ォ
ー
ム
で
事
務
所
を
居
宅

に
し
た
な
ど
の
用
途
の
変
更
は
、
担
当

者
に
よ
る
現
地
確
認
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
未
登
記
の
場
合
は
、

届
け
出
が
な
い
と
名
義
変
更
前
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
資
産
税
課（
☎
20
‐
1�

5
1
4
）へ
。

7
月
30
日
に
終
了
し
ま
す

自
動
交
付
機
の
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
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（
市
役
所
2
階�

〒
2
8
6
‐
8
5
8�

5�

花
崎
町
7
6
0�

F
A
X
24
‐
2�

8
5
8�

E
メ
ー
ルkotsu@

city.n�

arita.chiba.jp

）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
2�

7
）へ
。

7
月
17
日
〜
24
日
に
実
施

水
稲
の
薬
剤
散
布

　
市
内
各
地
区
の
植
物
防
疫
協
会
で
は
、

水
稲
を
イ
モ
チ
病
・
紋も
ん

枯が
れ

病
な
ど
の
病

気
か
ら
守
り
、
良
質
な
米
を
作
る
た
め
、

ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
薬
剤

散
布
を
実
施
し
ま
す
。

対
象
地
区
と
期
日

◦
下
総
地
区
…
7
月
17
日（
月
・
祝
）〜

19
日
㈬

◦
大
栄
地
区
…
7
月
21
日
㈮
・
22
日
㈯

◦
成
田
地
区
…
7
月
22
日
㈯
〜
24
日
㈪

　
作
業
予
定
時
間
は
午
前
5
時
〜
11
時

ご
ろ
で
す
。
雨
天
や
強
風
の
場
合
は
順

延
し
ま
す
。

　
薬
剤
散
布
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
は

極
力
配
慮
し
ま
す
が
、
次
の
こ
と
に
注

意
し
て
下
さ
い
。

◦
散
布
時
間
は
、
通
勤
・
通
学
時
間
帯

と
重
な
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
区
域

内
の
水
田
周
辺
の
通
行
や
駐
車
を
な

る
べ
く
避
け
る

◦
洗
濯
物
や
寝
具
な
ど
は
屋
外
に
干
さ

な
い
よ
う
に
し
、
小
動
物
を
入
れ
て

い
る
籠
な
ど
に
は
カ
バ
ー
を
掛
け
る

◦
薬
剤
が
掛
か
っ
た
と
き
は
水
で
洗
い

落
と
す
。
心
配
な
場
合
は
農
政
課
、

北
総
農
業
共
済
組
合
へ
相
談
す
る
。

緊
急
時
は
成
田
赤
十
字
病
院（
☎
22
‐

2
3
1
1
）、
神
崎
ク
リ
ニ
ッ
ク（
☎

0
4
7
8
‐
72
‐
3
1
1
7
）へ
連

絡
し
て
く
だ
さ
い

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1�

5�
4�
1
）、
北
総
農
業
共
済
組
合（
☎
0�

4�
3
‐
4
8
1
‐
6
9
1
1
）へ
。

草
刈
機
を

無
料
で
貸
し
出
し

空
き
地
の
管
理

　
空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
た
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
に
さ
れ

た
り
、
害
虫
類
の
発
生
原
因
と
な
っ
た

り
す
る
な
ど
、
周
囲
に
迷
惑
が
掛
か
り

ま
す
。
ま
た
、
通
行
の
妨
げ
や
火
災
の

原
因
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
空
き
地
の

所
有
者
は
早
め
に
草
を
刈
る
な
ど
、
土

地
の
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
草
刈
機
を
無
料（
刈
刃
と

燃
料
は
個
人
負
担
）で
貸
し
出
し
て
い

ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

保
険
料
額
決
定
・

納
付
通
知
書
の
発
送

介
護
保
険
料

　
市
で
は
、
介
護
保
険
料
額
決
定
・
納

付
通
知
書
を
7
月
14
日
㈮
に
発
送
し
ま

す
。

　
今
回
か
ら
、
納
付
通
知
書
の
様
式
が

封
筒（
長
形
3
号
）サ
イ
ズ
の
冊
子
か
ら

A
4
サ
イ
ズ
2
枚
組
に
な
り
、
見
や
す

く
な
り
ま
す
。

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
支
払

い
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払
い
、

A
T
M
を
使
っ
た
「
ペ
イ
ジ
ー
」
に
よ

る
支
払
い
も
利
用
で
き
ま
す
。

　
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し（
特
別
徴

収
）で
納
付
す
る
人
に
は
、
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
7
月
21
日
㈮
に
発
送
し

ま
す
。
前
年
に
年
金
か
ら
引
き
落
と
し

さ
れ
て
い
た
人
の
保
険
料
が
年
度
途
中

で
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
納
付
書
で

の
納
付（
普
通
徴
収
）に
変
更
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
☎
20
‐

1
5
4
5
）へ
。

必
ず
届
け
出
を

農
地
の
転
用

　
農
地
の
転
用
に
つ
い
て
、
次
の
場
合

は
許
可
や
届
け
出
が
必
要
で
す
。

◦
宅
地
・
駐
車
場
・
資
材
置
場
な
ど
に

転
用
す
る

◦
埋
め
立
て
な
ど
、
一
時
的
に
農
地
以

外
の
用
途
で
使
用（
一
時
転
用
）す
る

　
違
反
者
に
は
、
県
と
農
業
委
員
会
が

工
事
の
中
止
、
農
地
へ
の
復
元
な
ど
の

勧
告
を
行
い
ま
す
。
従
わ
な
い
場
合
は
、

3
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
3
0
0
万
円

以
下（
法
人
の
場
合
は
1
億
円
以
下
）の

罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局

（
☎
20
‐
1
5
7
3
）へ
。

市
民
委
員
を
公
募
し
ま
す

防
犯
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会

　
防
犯
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
必
要
な

助
言
な
ど
を
行
う
市
民
委
員
を
募
集
し

ま
す
。

応
募
資
格
＝
10
月
5
日
㈭
現
在
で
20
〜

74
歳
の
市
内
在
住
の
人（
ほ
か
の
審

議
会
な
ど
の
委
員
に
委
嘱
さ
れ
て
い

る
人
・
議
員
・
市
の
常
勤
職
員
を
除

く
）

定
員
＝
2
人

任
期
＝
10
月
5
日
か
ら
2
年
間

選
考
方
法
＝
書
類
審
査
お
よ
び
8
月
4

日
㈮
に
面
接
試
験

応
募
方
法
＝
7
月
21
日
㈮（
必
着
）ま
で

に
直
接
・
郵
送
・
F
A
X
・
E
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
で
住
所
・
氏
名
・
性

別
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
・
勤
務

先（
職
業
）ま
た
は
学
校
名
と
応
募
動

機（
4
0
0
字
程
度
）を
交
通
防
犯
課

6月1日〜15日

市長
日誌

定例市議会で（2日）

1日 成田法人会総会
2日 6月定例市議会開会（〜21日）

3日
企画展「下総御料牧場の記憶」
オープニングセレモニー
豊住地区敬老会

4日
成田市近隣スポーツ少年団ラ
グビー交流大会
中郷地区騒音対策協議会総会

5日 市町村長会議

6日
高齢者クラブ連合会春季グラ
ウンド・ゴルフ大会
市議会一般質問（〜9日）

10日
成田空港騒音対策地域連絡協
議会「成田空港の更なる機能
強化に関する説明会」

11日 成田ニュータウン防犯パトロー
ル隊総会

12日
医学部設置に関する特別委員会
経済環境常任委員会
成田空港に関する四者協議会

13日
建設水道常任委員会
教育民生常任委員会
農政懇談会

14日 空港対策特別委員会
15日 総務常任委員会
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暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Inform
ation

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
国
民
健

康
保
険
☎
20
‐
1
5
2
6
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
☎
20
‐
1
5
4
7
）へ
。

利
用
料
金
を
助
成
し
ま
す

市
契
約
の
臨
海
宿
泊
施
設

契
約
施
設
と
問
い
合
わ
せ
先

◦
休
暇
村
館
山（
☎
0
4
7
0
‐
29
‐

0
2
1
1
）

◦
蓮
沼
ガ
ー
デ
ン
ハ
ウ
ス
マ
リ
ー
ノ

（
☎
0
4
7
5
‐
86
‐
2
5
1
1
）

◦
鵜
原
民
宿
組
合（
☎
0
4
7
0
‐
73
‐

定
期
的
に
点
検
を

井
戸
の
衛
生
管
理

　
井
戸
の
衛
生
管
理
は
、
設
置
者
の
責

任
と
な
り
ま
す
。

　
次
の
こ
と
に
気
を
付
け
て
適
正
な
管

理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

◦
井
戸
や
そ
の
周
辺
は
、
定
期
的
に
掃

除
や
点
検
を
行
っ
て
清
潔
に
保
つ

◦
井
戸
や
そ
の
周
辺
に
、
人
や
動
物
が

入
れ
な
い
よ
う
に
す
る

◦
定
期
的
に
水
質
検
査
を
受
け
る

◦
井
戸
を
新
た
に
設
置
し
た
と
き
も
水

質
検
査
を
行
い
、
安
全
を
確
認
し
て

か
ら
飲
用
す
る

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐
1�

5
3
1
）へ
。

自
己
負
担
限
度
額
が

変
わ
り
ま
す

高
額
療
養
費

　
高
額
療
養
費
は
、
医
療
機
関
の
窓
口

で
支
払
う
医
療
費
が
同
一
月
内
で
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
、
申
請

に
よ
り
差
額
分
が
給
付
さ
れ
る
も
の
で

す
。

　
制
度
改
正
に
よ
り
、
8
月
か
ら
70
歳

以
上
の
人
の
限
度
額
は
下
表
の
通
り
に

な
り
ま
す
。

7
4
4
2
）

◦
岩
井
民
宿
組
合（
☎
0
4
7
0
‐
57
‐

2
0
8
8
）

対
象
＝
市
に
住
民
記
録
が
あ
る
小
学
生

以
上
の
人

助
成
額
＝
小
学
生
2
、
0
0
0
円
、
中

学
生
以
上
2
、
5
0
0
円

利
用
方
法
＝
宿
泊
施
設
に
予
約
後
、
印

鑑
を
持
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
市

役
所
4
階
）へ
申
請
し
、
発
行
さ
れ

た
利
用
券
を
宿
泊
施
設
に
提
出
す
る

※
助
成
は
年
度
ご
と
に
1
人
1
回
ま
で

で
す
。
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1�

5
8
4
）へ
。

店
頭
で
も
回
収
し
ま
す

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル

　
市
で
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
オ
レ
ン

ジ
色
の
指
定
袋
で
資
源
物
と
し
て
回
収

し
て
い
ま
す
が
、
市
内
事
業
所
の
店
頭

に
設
置
し
て
あ
る
回
収
ボ
ッ
ク
ス
も
利

用
で
き
ま
す
。
回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
協

力
店
は
、
ク
リ
ー
ン
推
進
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.city.narita.

chiba.jp/sisei/sosiki/clean/
std0010.htm

l

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
捨
て
る
と

き
は
、
次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
キ
ャ
ッ
プ
・
ラ
ベ
ル
を
外
す

◦
中
身
を
軽
く
す
す
ぐ

◦
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
つ
ぶ
す

　
取
り
外
し
た
キ
ャ
ッ
プ
と
ラ
ベ
ル
は
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
は
白
色
の
指

定
袋
に
入
れ
て
、
紙
製
の
も
の
は
雑
紙

と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

井
戸
水
利
用
者
は

必
ず
手
続
き
を

下
水
道
の
使
用

　
井
戸
水
の
み
を
利
用
し
て
い
る
世
帯

の
下
水
道
使
用
水
量
は
、
1
人
当
た
り

1
カ
月
に
7
立
方
メ
ー
ト
ル
使
用
し
た

も
の
と
し
て
計
算
し
ま
す
。
水
道
水
と

井
戸
水
を
併
用
の
場
合
は
、
上
水
道
の

使
用
水
量
に
井
戸
水
分
と
し
て
1
人
当

た
り
1
カ
月
に
3
・
5
立
方
メ
ー
ト
ル

を
加
え
ま
す
。

　
転
居
な
ど
に
よ
り
使
用
人
数
に
変
更

が
あ
る
場
合
は
、
下
水
道
課（
☎
20
‐

1
5
5
3
）に
連
絡
し
、
変
更
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
下
水
道
使
用
料
の
支
払
い
は
、
金
融

機
関
な
ど
の
窓
口
で
も
で
き
ま
す
が
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し

ま
す
。
口
座
振
替
へ
の
切
り
替
え
を
希

望
す
る
人
は
、
通
帳
・
口
座
届
け
出
印
・

納
入
通
知
書
兼
領
収
書
な
ど
を
持
っ
て

金
融
機
関
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課（
☎
20
‐
1�

5
5
3
）へ
。

限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に

節
水

　
夏
を
迎
え
、
水
の
使
用
量
が
増
え
る

季
節
に
な
り
ま
し
た
。
水
は
限
り
あ
る

貴
重
な
資
源
で
す
の
で
、
節
水
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

◦
洗
濯
や
庭
の
ま
き
水
は
、
風
呂
の
残

り
湯
を
使
う

◦
歯
み
が
き
は
コ
ッ
プ
を
使
っ
て
行
う

◦
洗
顔
は
水
を
た
め
て
行
う

◦
洗
車
は
バ
ケ
ツ
を
利
用
し
て
行
う

◦
食
器
洗
い
は
水
を
た
め
て
行
う

◦
ト
イ
レ
を
流
す
時
は
大
小
レ
バ
ー
を

使
い
分
け
る

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
業
務
課（
☎
22‐

0
2
6
9
）へ
。

70歳以上の人の自己負担限度額
適用区分 外来（個人ごと） 外来+入院（世帯ごと）

課税所得が145万円以上の
人 5万7,600円

8万100円
（医療費が26万7,000円を
超えた場合はその超えた分
の1％を加算。4回目以降は
4万4,400円）

課税所得が145万円未満の
人

1万4,000円
（年間上限額1 
4万4,000円）

5万7,600円
（4回目以降は4万4,400円）

市・県民税非課税世帯（年
金収入が80万円以下など）8,000円

1万5,000円

市・県民税非課税世帯（そのほか） 2万4,600円

広報なりた6月15日号12
ページの「固定資産税の
減額」の住宅耐震改修工
事の減額率に誤りがあり
ました。お詫びして訂正
します。

正：2分の1
誤：3分の1

お詫びと訂正
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